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戦
時
利
得
税
ノ
諾
例

紳

戸

正

雄

一
緒
豊
田
戦
勝
利
得
税
-
一
就
7
て
諸
多
ノ
雑
誌
一
一
同

僚
及
共
他
諸
君
ノ
詳
細
ナ
Y
報
告
ガ
ア

9
、
自
分
で
亦

タ
昨
年
八
月
域
ノ
本
誌
ニ
若
干
ノ
紹
介
ヲ
鋳
シ
タ
所
、
テ

ア
戸
。
其
レ
デ
此
涜
-
一
闘
λ

ケ
参
考
資
料
ハ
日
本
/
文

書
ニ
モ
可
ナ
7
増
加
ジ
タ
。
球

J

一
別
ニ
予
が
最
近
三
道

ゾ
ダ
え
乙
の
み
つ
く
じ
ゅ
!
な
る
(
一
九
一
七
年
三
月
)

中
ノ
す
た
ん
よ
氏
ノ

U
M
E
C
B
色
白
日
臣
官
O
R
ω

与
S
E
ト
題
ユ
戸
論
文
ノ
大
要
ヲ
紹
介

V
7
、
此
好
問

題
ニ
封
ス
戸
一
参
考
資
料
7
加
へ
ヤ
ヲ
ト
思
フ
。

二
本
総
採
用
ノ
時
休
一
九
一
五
年
何
五
月
|
丁
抹

及
瑞
典
剖
十
一
月

i
伊
太
利
則
十
二
月
|
|
猫
逸

(
準
備
法
)
日
一
九
一
六
年
制
四
月
襖
土
利
ろ

第
五
巻

(
靖
二
競
一
四
九
)

二一

O
玉



臨
時
利
得
税
ノ
請
例

五
月
|
露
西
亜
及
加
奈
陪
旧
六
月
及
七
月
|
和
閥
、
一
回
戦
前
ノ
正
常
標
準
ノ
定
メ
方
州
戦
時
ノ
超
遁
利
得

働
関
西
及
西
班
牙
侭
へ
月
に
ゆ
l
じ
l

s
ん

百

一

ヲ

計

w
標
準
竿
ト
シ
ア
川
或
ハ
戦
前
-
一
終
ル
二
年
ノ

附
九
月
!
瑞
商
及
合
衆
胡
町
濠
洲
案
ハ
今
備
討
議
中
一
平
均
ト
シ
削
或
A

賦
課
ガ
一
九
一
四
年
ニ
一
一
初
7

一フザ

巴
本
続
賦
課
ノ
及
プ
時
凶
一
九
一
四
年
八
月
一
日
?
一

y
鹿
戸
一
ア
ρ

一
九
二
二
及
一
九
一
四
年
ト
ス

y
o

州
偽

デ
迦
Y

モ
ノ
伊
太
利
及
偽
蘭
西
同
一
九
一
四
年
九
一
蘭
西
、
布
蘭
及
丁
抹
デ
内
戦
前
三
年
ノ
苧
均
ヲ
}
リ
、

月
一
日
7

ヂ
及
プ
モ
ノ
襖
土
利
引
一
九
一
五
年
-
二
叫
に
ゆ
l
じ

1
5
ん
ざ
デ
ρ

一
二
年
平
均
ト
三
年
中
ノ
二

於
ケ
戸
諸
日
附
後
一
一
生
ご
利
得
-
一
航
ス
y

毛
ノ
川
西
一
釘
ハ
ト
三
年
中
ノ
一
年
ト
ノ
選
揮
ヲ
奥
y
y
o

附
濁
逸
一
ア

班
牙
、
瑞
典
、
丁
抹
、
濠
洲
、
加
奈
陀
及
瑞
西

D

一
一
戸
戦
前
五
年
中
ノ
長
一
英
年
ト
最
悪
年
ト
ヲ
除
キ
ア
時
四
リ

九
一
六
年
ヲ
第
一
年
ト
ス
戸
モ
ノ
露
西
亜
及
合
衆
闘
一
三
年
ノ
・
苧
均
ト
ス
戸
。
填
エ
ア
子
曾
枇
-
一
ツ
キ
之
ヲ
ト

日
第
一
一
腕
課
年
ヲ
一
九
一
六
年
四
月
一
日
ニ
初
7

F

年
一

y

o

h
田
明
リ
加
奈
陀
-
一
歪
一
ア
ハ
利
得
ノ
戦
前
標
準
7
定

度
ト
ス
U
Y

毛
、
立
〈
質
ρ

一
九
一
五
年
四
月
一
日
二
初
マ
一
メ
ナ
ィ
。
併
ジ
資
本
-
一
封
ス
戸
利
盆
卒
ノ
標
準
ヲ
ト
F

。

ヶ
年
度
ノ
課
税
所
得
-
一
様
1
F
コ

F
ト
ナ

F
、
共
円
更
一
町
殆
γ

ド
凡
ペ
ア
ノ
税
法
ρ

標
準
年
中
低
キ
利
盆
率
7

=
一
九
一
五
年
コ
一
月
三
十
一
日
二
科
Y
年
度
ノ
利
得
-
二
有

γ
タ
戸
管
業
ノ
翁
メ
ニ
、
一
定
ノ
利
盆
翠
ノ
選
揮
ヲ

外
ナ
一
フ
ズ
ジ
ァ
、
結
局
多
ク
ノ
場
合
-
一
戦
前
月
ヲ
モ
合
規
定
λ
y
o

新
規
開
業
ノ
桜
業
ユ
モ
同
様
ノ
標
準
ヲ
奥

ム
所
ノ
佐
官
業
年
度
ノ
芙
ナ
戸
へ
キ
モ
ノ
ー
に
ゆ
l
じ
l

フ
。
斯
カ
Y

利
盆
率
ト
ジ
ア
ρ

い
丁
抹
、
瑞
西
、
和
蘭

ら
ん
ゼ
川
第
一
賦
課
年
ヲ
一
九
一
四
年
八
月
ヲ
含
ム
及
以
前
ノ
濁
品
越
川
五
分
ト
ジ
、
目
今
J

濁
逸
、
偽
蘭
西

年
度
ト
ス

Y

モ
ノ
調
逸
(
町
一
九
一
阿
年
一
月
一
日
弁
ニ
填
土
利
ρ

六
分
、
州
西
班
牙
ハ
七
分
、
仰
に
ゆ
l

以
降
課
ス
戸
ヨ
ト
ト
ナ
庁
て
一
九
一
四
年
八
月
一
日
巴

1
8
ん
ゼ
ハ
七
分
五
厘
、
附
露
園
及
伊
太
利
ρ

八一分

前
-
一
儲
ケ
タ
リ
ト
誼
明
サ
y

y
増
利
戸
高
見
除
セ
一
プ
Y

ト
吋
濠
洲
ユ
ア
ハ
最
初
ノ
提
案
ρ

舎
枇
五
分
、
筒
人
六

λ

F

モ

ノ

|

和

蘭

分

J
7

ア
ツ
タ
ず
、
原
案
ト
ナ
ヅ
一
プ
現
円
レ
タ
ト
キ
ニ
円

雑

繰

第
五
巻

(
第
ニ
誠
一
五
O
)
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舎
枇
六
分
筒
人
七
分
ニ
引
上
ゲ
ラ
て
今
ρ

七
分
、
八
一
P
、
了
抹
デ
ハ
利
得
力
戦
争
二
蹄
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
F

ト
キ

分
ト

f
F
へ
キ
形
勢
グ
ア
戸
。
さ
加
奈
陪
デ
ρ

過
去
ノ
一
目
、
課
税
ス
へ
方
-
プ

f
b
F
モ
ノ
ト
ナ

p
、
瑞
典
デ
エ
此

利
得
ノ
不
明
ナ
Y

庭
J
7
ρ

合
一
肱
七
分
、
箇
人
一
割
ヲ
楳
一
一
枕
ヲ
以
テ
戦
争
-
一
ヨ
リ
驚
ラ
サ
レ
タ
戸
一
状
態
ノ
結
泉
ト

滞
ト
ス
戸
。

l

o

o

一
u
-
7
生
V
F
Y
事
業
上
ノ
所
得
ニ
一
成
ス
Z
J
F
V

伍
課
税
制
得
ノ
範
園
日
課
税
利
得
ノ
生
ズ
て
笹
利
二
タ
。
但
ダ
納
税
者
ハ
反
覆
ヲ
以
一
プ
救
済
ヲ
求
ム
戸
ヲ
得

分
ザ
ニ
ツ
キ
制
限
ヲ
須
ス
モ
ノ
ガ
少
ク
ナ
ィ
。
川
加
奈
一

Z
ト
ト
ナ
戸
。
山
山
其
後
之
-
一
閥
λ

F

一
般
/
考
ガ
愛

陀
、
伊
太
利
及
濠
洲
一
プ
戸
農
業
ヲ
除
外
γ
、
ろ
加
奈
陀
↑
化
三
百
れ
す
で
ん
ノ
商
業
合
議
所
先
ツ
右
ノ
如
キ
狭

デ
ハ
牧
畜
、
濠
洲
デ
ρ

呆
賓
採
培
三
免
除
セ
ラ

v
、
ほ
一
キ
見
解
-
一
依
F
賀
行
ノ
困
難
ヲ
設
キ
、
濁
逸
ノ
戦
勝
利

濠
洲
デ
竺
織
山
業
主
免
除
セ
ラ
戸
戸
。
に
加
奈
防
J
7
ρ

一
得
税
案
ノ
理
白
書
ご
宅
同
様
ノ
コ
ト
ガ
池
ベ
ラ
レ
、
偽

叉
生
命
保
険
合
枇
及
株
ノ
九
割
ガ
州
叉
ρ

市
町
村
ι
-
7

一
園
ノ
モ
-
一
初
メ
ノ
案
ハ
狭
カ
ア
タ
ガ
後
ニ

ρ

捷
張
セ
ラ

所
有
セ
ラ

y
y
倉
駐
日
買
完
除
セ
ラ
レ
、
且
ツ
事
業
ノ
二
一
三
一
般
-
一
イ
ヘ
バ
新
シ
ク
採
ツ
タ
ノ
ρ

肢
ク
戦
時
ノ

割
ガ
軍
需
品
製
造
ナ
戸
毛
ノ
ノ
外
、
一
高
砂
以

T
ノ
資
一
超
過
利
盆
ト
イ
ヌ
コ
ト
ト
ナ
ツ
ア
居
y
o

タ
ダ
例
外
ガ

本
ノ
事
業
ヲ
モ
一
免
除
ス
F

U

ほ
液
洲
ト
に
ゆ
l
じ

1
8
一
一
一
ヅ
ア

y
o

一
ρ

和
蘭
ノ
J
7
、
戦
争
淑
態
ノ
直
接
叉
ρ

ん
ざ
J
7

俸
給
ト
賃
金
ト
ガ
菟
除
セ
ラ

y
y
ガ
、
露
西
一
間
接
ノ
結
果
ト
シ
ア
得
ラ
レ
タ
戸
増
盆
-
一
ジ
ア
反
語
ノ

亜
J

プ
ρ

却↓
7
官
職
ノ
愛
更
-
一
依
一
フ
ズ

V

ア
生
ジ
夕
立
怜
↑
一
挙
フ
ザ
戸
モ
ノ
ニ
課
ス
山
戸
コ
ト
ト
シ
、
自
然
増
収
品
隊

給
ノ
増
加
(
五
百
る
l
ぶ
る
以
上
ノ
)
7
課
ス
戸
特
別
規
一
一
瞬
外
ト
ス
戸
。
他
ρ

米
合
衆
園
ノ
軍
需
品
製
造
者
税

定
ガ
ア
断
。
同
利
骨
川
戦
争
ト
ノ
闘
中
町
二
ノ
キ
一
7
ρ

山
川
一
」
7
、
此
ρ

明
カ
ニ
戦
争
ノ
結
果
-
一
属
ス
ニ
特
別
ナ

zm

-
一
初
メ
エ
ハ
戦
争
ノ
結
果
ト
ジ
ア
生
ジ
タ
戸
利
得
ト
ナ
ア
一
得
-
一
艶
λ

y
枕
デ
ア

y
o
(
純
盆
ノ
一
割
二
分
五
厘
ノ
卒

一
プ
居
タ
。
例
之
ぶ
れ
め
ん
業
-
一
-
プ
円
反
茜
ナ
キ
以
上
山
一
ニ
ア
)
刊
兎
椀
黙
ガ
遁
例
定
メ
ラ

y
y
所
グ
ア
F

ガ、

夫
ノ
超
過
利
得
ガ
戦
争
利
儒
ト
見
倣
f
y
コ
ト
ト
ナ
一
其
ρ

何
丁
抹
四
百
五
十
務
ろ
瑞
西
四
百
紡
は
に
ゆ

雑

録

臨
時
利
得
税
ノ
諸
例
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一
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職
時
利
得
税
ノ
諸
例

l
じ
l

S

ん
を
三
百
模
川
露
園
ハ
総
利
盆
ノ
二
百
十
一
利
得
ノ
一
二
、
%
ノ
割
合
ニ
-
7
ト

p
、
一
O
l
一
五
、
μ
ノ

一
務
、
超
過
利
得
ノ
五
十
日
務
附
珠
洲
二
百
務
川
一
利
得
部
ニ
円
超
過
利
得
ノ
一
入
、
え
一
五
i
一
一
O
、
%

伊
太
利
及
和
蘭
ρ
百
務
、
さ
瑞
典
五
十
八
傍
‘
テ
ア
七
一
ノ
利
得
部
一
一
ρ
超
過
利
得
ノ
二
回
、
%
、
二
O
l
三
O
、

知
課
税
ノ
方
法
仇
資
本
-
一
劉
ス
庁
総
利
得
ノ
割
合
-
二
%
ノ
利
得
部
-
一
ρ
超
過
利
得
ノ
一
一
一
五
、
%
ヲ
ト
F

o

一九

態
ジ
ア
超
温
利
得
ノ
累
進
課
税
ヨ
r

翁
ス
モ
ノ
|
1
露
圏
一
一
ム
ハ
年
一
月
以
降
ρ
右
ヲ
二
O
、
%
以
上
大
O
、
dm
ノ
枕

ニ
タ
円
超
温
利
得
ヲ
確
定

z
w
前
二
他
/
諸
税
ガ
先
?
↑
翠
ニ
嬰
更
ジ
タ
。
西
班
牙
毛
類
似
デ
ア
ル
。
次
-
一
副
首

控
除
サ
Y

ぺ
Y

シ
ア
之
ニ
劉
シ
ア
二
O
、
dm
ヲ
課
税
一
本
ニ
劉
ス
ル
戸
超
一
団
組
利
得
ノ
割
合
ニ
感
V
7
累
進
課
税
ス

v
、
資
本
ニ
制
到
ス
片
利
得
率
引
カ
九
、
%
以
上
ナ

v
て
超
一
戸
モ
ノ
1
l
』
円
例
之
捜
土
利
J
7
、
此
圏
デ
ρ
舎
祉
-
一
ρ

過
利
得
三
二
、
%
ヲ
課
税
γ
、
一
O
、
dm以
上
ナ
V
バ
一
資
本
品
川
到
ジ
五
、
%
以
下
ナ
ニ
越
、
過
利
得
部

4

二
O
、
%

超
過
利
得
三
一
二
、
%
ヲ
課
税
三
二
O
、
%
以
上
一
ヲ
課
枕

v
、
五
|
|
一
O
、
%
ノ
超
過
利
得
部
ニ
ρ
一

三

ρ
超
過
利
得
ニ
封

v
四
O
、
%
ヲ
課
税
月

y
。
利
得
税
一
五
、
%
・
a
三
O
、
%
以
上
ノ
超
過
利
得
部
=
劉
ス
ペ

ト
所
得
税
ト
本
税
ト
/
合
計
ニ
ア
五
O
、
，

m
ノ
制
限
7
一
三
五
、
dm
マ
デ
課
税
ス
ル
。

c夏
一
一
第
二
ゴ
標
準
利
得

世
ク
。
了
抹
-
一
一
7
ρ
舎
赴
ノ
利
得
ガ
株
式
資
本
-
一
割
月
一
一
一
昨
日
ハ
M
Y

旺
配
梓
骨
f
仲間一
f
J
一昨
d
y
v
常
即
増
加
開
昨
月
F

Y

八
、
%
以
干
ナ
ル
ト
キ
二
種
、
温
利
得
ノ
八
、
μ
ヲ
課
税
一
毛
ノ
1
i
l
J
プ
、
例
之
伊
太
利
デ
ρ
代
理
商
及
其
他
ノ
小

v
、
前
者
八
一
O
、
川
内
ナ
庁
ト
キ
ρ
趨
温
利
得
/
一

C
、
一
資
本
君
ニ
ツ
キ
、
右
割
令
が
一
割
乃
至
五
割
ナ

w
超
過

%
ヲ
課
税
シ
f
a
前
者
二
O
、
%
以
よ
ノ
k

キ
超
過
利
一
利
得
，
一
五
、
μ
7
課
枕
九
五
割
乃
至
一
倍
-
-
ρ
一

o、

得
ノ
ニ
O
、
%
7
課
枕
ス
U
F

。
他
ノ
場
合
ニ
ツ
イ
一
7
ρ
丁
一
%
a
i
-
-
-
コ
一
倍
以
上
ノ
ニ
山
一
ニ
O
、
dm
ト
ス
U

F

O

此
率

抹
法
ρ
別
ノ
方
法
ユ
依
y
o
伊
太
利
一
ア
ハ
大
関
右
ト
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